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相続時精算課税制度は

●贈与税 ・ 相続税を減らすことができる。

●１１０万円以下の贈与で生前贈与加算
がない。

●アパート ・ マンション賃貸経営の引継ぎ
に最適。
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レントライフ　オーナー

レントライフ便りは、オー
ナー様に安定した賃貸経営
を築いていただくため、最
新の市場動向・入居者ニー
ズ、またレントライフの取
組などを発信しています。
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レントライフ便り専用お問合せフォームから
オーナー様のご意見をたくさんお待ちしています。

《レントライフ便り専用アンケート》 vol.103 専用
お問合せフォーム

《特集》相続時精算課税制度を賢く使い、節税対策

■便利なLINEを活用して、楽する賃貸経営 ■古マンションが市場に蘇る！預かりくんリフォーム事例紹介

■家主様のための相続徹底解説セミナー開催情報■遺産分割の落とし穴…“不動産の評価額”で争いに？

管理物件
入居率
96.91％
（2025年5月時点）

贈与税・相続税はこうして減らす！
賃貸経営の正しい引継ぎ方

賃貸オーナー様必見！
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■ 暦年贈与の改正点〈生前贈与の相続財産加算期間の延長〉

改正前 改正後（2024 年 1月～）

■相続時精算課税制度の改正点

特別控除
2,500万円

特別控除
2,500万円

年間110万円
の基礎控除

New

【出典】国税庁の資料を基に一般社団法人100 年企業戦略研究所が作成

節税効果アップ！＆納税者の手続き面も大きく改善！
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■3,000万円を贈与した場合の比較■3,000万円を贈与した場合の比較

贈与税

相続時精算課税（令和6 年以降） 暦年課税

1,000万円

1,500万円

2,000万円

2,500万円 110万円 110万円
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265万円 810万円45%

265万円45%
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110万円 2,500万円

110万円 2,500万円

110万円 2,500万円

0万円-

基礎控除 基礎控除 控除額 贈与税額税率特別控除 贈与税額税率

1,035万円78万円

415万円 1,530万円50%278万円20%

20%

20% 640万円 2,049万円55%478万円
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相続時精算課税制度を使って

賃貸不動産　　　　　を生前贈与

贈与した賃料収入で

相続税を賄うことも可能！

■相続時の時価が、贈与時より上昇した場合のイメージ

預金
4,000万円

2,000万円

1,000万円

1,000万円

相続時の時価
4,000万円

相続時前年前々年

贈与の累計
2,000万円

贈与時の時価で加算される。

相続税の節税に
なる！

・相続時の預金 4,000万円、生前に贈与した株式の時価は2,000万円

相続時に加算される贈与の額は、
値上がり後の 4000万円ではなく、値上がり前の2000万円！！



事例：亡くなる８年前から年間基礎控除額以下の 110 万円の贈与を行った場合
相続人：長男 1 人、贈与後の相続財産の額：5,000 万円

両親または祖父母の誰かから毎年 110 万円以下の贈与を受ける場合、暦年課税と相続時精算課税
制度のどちらを選んでも贈与税はかかりません。贈与税だけを考えるとどちらも同じだと思われ
るかもしれませんが、相続税を考慮すると相続時精算課税制度を選択した方が有利になります。

暦年課税は 7 年以内の生前贈与加算があるのに対し、相続時精算課税制度は基礎控除以下の贈
与であれば、相続財産に加算（持ち戻し）する必要はありません。そのため、相続税の負担を考え
ると相続時精算課税制度を選択した方が有利になるのです。

●暦年課税の場合は、
贈与税は：8 年前から基礎控除以下の贈与であるから＝0 円
相続税は：7年以内の贈与が加算されるため相続財産に合計770万円（年間110万円×7年間）
を加算し、相続税を計算しなければなりません。1 ～ 7 年前までの相続財産に持ち戻される贈与
の額が、110 万円 ×7 年＝770 万円

緩和措置（※）：770 万円－緩和措置 100 万円＝670 万円
相続財産の総額：670 万円 +5,000 万円＝5,670 万円
課税遺産総額：5,670 万円－基礎控除（3,000 万円＋600 万円×法定相続人 1 人）＝2,070 万円
　相続税の総額：2,070 万円 × 相続税率 15%－50 万円＝260.5 万円

※相続開始前 4 ～ 7 年の間に行われた贈与に
ついては緩和措置として、100 万円控除するこ
とができます。

合計負担額：贈与税 0 万円 + 相続税 260.5 万
＝ 260.5 万円

税制度の違いを分かりやすくするため、次のケースについてどちらが得になるのかをシミュレーション
してみたいと思います。

ケース ① 毎年 110 万円以下（基礎控除額以下）を繰り返し贈与する場合

ケーススタディー：暦年課税と相続時精算課税制度どちらがお得になる？

●一方、相続時精算課税制度選択した場合では
持ち戻しはなく、贈与額を相続財産に加算して相続税を算出する必要はありません。さらに相続
時精算課税制度を選択した場合、毎年 110 万円を 8 年間贈与したとしても、合計は 880 万円と
なり、2,500 万円の非課税枠内に収まるため、贈与税は 0 円、課税されません。

■暦年課税の場合
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　課税遺産総額：5,000 万円－基礎控除（3,000 万円＋600 万円 × 法定相続人 1 人）＝1,400 万円　

　相続税の総額：1,400 万円 × 相続税率 15%－50 万円＝160 万円

結果、暦年課税と相続時精算課税制度では税額で 100 万円以上の差が生まれます。相続時精算課税制度

を選択すると、基礎控除以下の贈与であれば、相続財産に加算（持ち戻し）する必要はありませんから、

相続税の額から言えばこちらのほうが確実に有利となります。

相続時精算課税制度は、なにも相続資産が億単位の資産家でなくても十分恩恵を受けることができます。

逆に生前贈与分を加えても、相続税の基礎控除の範囲内の人は、相続時精算課税制度を使うべきです。

相続税の基礎控除額とは、「3,000 万円＋（600 万円 × 法定相続人の人数）」で計算した結果で相続税が

課税されない人のことで、この場合 2500 万円まで贈与税のかからない生前贈与の恩恵を充分に受ける

ことができ、相続時には相続財産に加算されますが、無税で贈与できますから賃貸不動産や株式などを

事前に贈与して、相続資産を減らす効果もあり、かなりお得な選択になるでしょう。

法定相続人：3 人（妻、子供 2 人）　贈与後の相続財産の額：4,000 万円

相続税基礎控除＝3,000 万円＋600 万円 × 法定相続人 3 人＝4,800 万円

●暦年課税の場合は、

例えばアパートやマンションの賃貸用不動産評

価額が 2,000 万円の場合、贈与税は 585 万円に

もなってしまいます。

毎年、不動産評価額のうち基礎控除内の 110 万

円を贈与していくという手もありますが、18 年

以上も贈与し続けなければならず、しかも毎年

登記移転費用が必要になりますから、まったく

現実的ではありません。

●一方、相続時精算課税制度選択した場合では

評価額 2000 万円の賃貸用不動産は 2,500 万円の非課税枠内に収まるため、一括で生前贈与しても贈与

税は課税されません。相続時には 2,000 万円が加算されますが、そもそも相続資産が基礎控除内に収まっ

ていますから相続税も発生しません。

　課税遺産総額：4,000 万円－基礎控除（3,000 万円＋600 万円 × 法定相続人 3 人）＝0 円

結果、暦年課税と相続時精算課税制度では贈与税額で 585 万円もの差が生まれるのです。
このような場合には相続時精算課税制度を選択すると、2,500 万円以内の贈与が贈与税負担なしでできま

すから、アパートや自宅などの不動産資産を早めに贈与できます。例えば親が賃貸不動産（アパート）のオー

ナーをしている場合など、高齢になってくると管理・修繕が大変で、リフォーム費用の借入なども難しく

なってきます。ですから、早い段階で贈与して子供に渡したい。こんなお悩みを解決してくれるのです。

■2,000 万円を贈与した場合の比較■2,000 万円を贈与した場合の比較

贈与税
相続時精算課税（令和6 年以降） 暦年課税

1,000万円

1,500万円

2,000万円

2,500万円 110万円 110万円

110万円

110万円

110万円

265万円 810万円45%

265万円45%

30%

40%

2,500万円

110万円 2,500万円

110万円 2,500万円

110万円 2,500万円

0万円-

基礎控除 基礎控除 控除額 贈与税額税率特別控除 贈与税額税率

1,035万円78万円

415万円 1,530万円50%278万円20%

20% 640万円 2,049万円55%478万円

585万円0万円-

190万円

40% 190万円

366万円0万円-

90万円 177万円0万円-

3,000万円

4,000万円

5,000万円

その差585万円

ケース ①-2 相続税の基礎控除の範囲内の人アパートやマンションなど賃貸不動産を贈与する場合
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長期修繕計画を 無料で承ります！！
管理オーナーに関わらず、仲介オーナー様も大歓迎です。管理オーナーに関わらず、仲介オーナー様も大歓迎です。管理オーナーに関わらず、仲介オーナー様も大歓迎です。管理オーナーに関わらず、仲介オーナー様も大歓迎です。

建物調査の上、診断結果レポートをご提出いたします。
お気軽に最寄りの店舗へお問合せください。

▲公認会計士の吉田先生

終
わ
り
に

相続

トラブル
相続

トラブル
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で
折
り
合
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不動産評価額の違いによる
遺産分割トラブル

遺産の不動産路線価で

5,000万円だよ

実勢価格なら

6,000万円だ！

評価方法の違い
トラブルに！



県内 全5会場にて開催!
13:30-16:30（受付13:10～）

286 土
受講料
無料

【 長野会場 】シャトレーゼホテル長野
【 松本会場 】アルピコプラザホテル
【 諏訪会場 】ワークラボ八ヶ岳
【 伊那会場 】信州INAセミナーハウス
【 飯田会場 】なりわいオフィス飯田

酒井税務経理事務所副所長

吉田 雅之 先生

〈 第1講座・特別講師 〉

公認会計士

相続徹底解説セミナー
家主様のための””

お申込締切

6月26日（木）

税とお金の
プロに
聞く！

026-219-5580お問合せは、WEB またはお電話でレントライフ オーナー 検索 右記QRコードから
WEBお申込みが可能です。

使わなきゃ損！!

▲過去開催のセミナーの様子（伊那会場）

聞かなきゃ損！家主様のための相続徹底解説セミナー開催

運命の分かれ道！「知らなかった」ではすまされない相続の新ルール第一講座

・「相続時精算課税制度」を賢く使う！
・お金のプロに聞く、相続＆贈与税の減らし方。

贈与税・相続税はこうして減らす！
第一講座

第二講座

・自己資金 0 でも出来るレントライフオリジナル空室対策
システム「預かりくん」とは。リフォーム成功事例も紹介！

レントライフが提案する究極の空室対策リフォーム

・ 便利なLINEを活用して楽しく賃貸経営
オーナー様とスマホでコミュニケーション

私たちとお友達になって下さい！！
いつでも 気軽に！ 簡単に！〈オーナー様の御用聞き〉
いつでもどこでもメッセージや写真を
確認できるのでとっても便利です！

レントライフ

ご登録は私たちがサポートいたします！お近くのレントライフ店舗にお問い合わせください｡

L
I
N
E
で
快
適
！

こ
れ
か
ら
の
オ
ー
ナ
ー
業
務

L
I
N
E
で
完
結
！

連
絡
も
共
有
も
ス
マ
ー
ト
に

他
企
業
の
L
I
N
E
活
用
術

L
I
N
E
で
簡
単
！

レ
ン
ト
ラ
イ
フ
の

　
　
オ
ー
ナ
ー
サ
ポ
ー
ト

自動応答より気軽に質問できる！

便利で気軽に賃貸経営！プチ LINE 活用講座第二講座
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日本の９2％が利用！
６０代でも８２％！国民的SNS！

楽する賃貸経営
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和室の残る 3DK の部屋。設備も内装もそのままでは使えない…

《保証家賃》

5.2 万円

《保証期間》 

60ヶ月（5 年）

預かりくんシミュレーション

450 万円

工事費用

《自己資金》

138万円

《募集家賃》

6.5万円

これがアパート !? まるで分譲マンションの
ような、オシャレな室内に大変身！
これがアパート !? まるで分譲マンションの
ような、オシャレな室内に大変身！

洋室2
6帖
洋室 2
6帖

LDK
11.1 帖
LDK

11.1 帖

UBUB

玄関玄関

PSPS

SBSB

バルコニーバルコニー

洋室1
6帖

洋室 1
6帖

CLCL

洋室
5帖
洋室
5帖

DK
5.3 帖
DK

5.3 帖

和室
6帖
和室
6帖

バルコニーバルコニー

浴室浴室

玄玄

PSPS

和室
6帖
和室
6帖

押入押入

２室をつなげて広々 LDK 造作。内装すべて一新、キッチン・浴室・洗面台
・トイレ入替、クロス全面・床全室貼替え、建具入替、外壁塗装、舗装工事 etc
２室をつなげて広々 LDK 造作。内装すべて一新、キッチン・浴室・洗面台
・トイレ入替、クロス全面・床全室貼替え、建具入替、外壁塗装、舗装工事 etc

※一部屋の内装のみ

古アパート・マンションが市場で生まれ変わる古アパート・マンションが市場で生まれ変わる
預アパートマンション家賃保証付 自己資金０円リフォームVol.51 事例紹介かりくん事例紹介連載

家主様一念発起！室内・外観まとめてフルリノベーション！子孫に負の資産を残さない！



お読みいただきありがとうございます。
レントライフ便りのバックナンバーも、
こちらから無料でご請求いただけます。

お読みいただきありがとうございます。
レントライフ便りのバックナンバーも、
こちらから無料でご請求いただけます。

レントライフ便りを請求する

https://www.rentlife.co.jp/owner/news#form

